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地方公共団体のふるさと納税を装った偽のサイトが複数開設されて

います。 

「割引」や「値引き」といった言葉には気を付けましょう。また、い

つもと違う地方公共団体のふるさと納税受付サイトを使用する場合は、

振込先が地方公共団体の指定するところになっているか、個人の名義に

なっていないかなどを必ず確認しましょう。 

 インターネットによる、地方公共団体のふるさと納税受付サイトは、

地方公共団体ごとに指定されております。 

気になることがあれば、寄付先の地方公共団体に確認しましょう。 

 

 

 

 

■地方公共団体の住所や連絡先、メールアドレスなどの記載がない。 

■事業者の住所、電話番号及びメールアドレスの記載がない。（フリー

メールの場合は注意が必要です。） 

■支払方法が口座振込の場合、口座名義人 

と事業者名が異なっている。 

■割引することや値引きすることを宣伝文句 

にしている。（ふるさと納税を受けた地方 

公共団体が、返礼品を送ることはあります 

が、割引することや値引きすることはあり 

ません。） 

ふるさと納税の偽サイトに気を付けましょう！ 

以下のような構成のサイトにはご注意ください！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「消費者庁イラスト集」より 



 

 

【相談事例】                        

今日、事業者が訪問してきて「排水管の無料点検を行っている。」と勧誘
された。 

無料であるなら、と軽い気持ちで点検を依頼したところ、「詰まってい

る。通常５万円～７万円程度かかる洗浄を今なら、４万円にしてあげる。」

と勧められ、『排水管の高圧洗浄工事』の契約をした。 

その後、家族に確認してもらったところ、排水管は詰まっていなかった。 

明日、事業者が工事に来ることになっているが、キャンセルできないだろ
うか？ 

【アドバイス】                        

訪問販売契約は、契約書面を受領してから８日間のクーリング・オフが
認められており、無条件で契約を解除できます。 

消費者センターでは、相談者にクーリング・オフ通知書を作成し期間内
に送付するように説明し、事業者にも消費者センターから相談者がクーリ
ング・オフしたことを連絡しました。 

■トラブルにあわないためには… 

・「無料で点検する」等と勧誘してくる事業者には安易に応じないようにし
ましょう。 

・「今なら」「今だけ」と言われてもその場での契約はやめましょう。 

・事業者の説明をうのみにせず、必要がない契約はきっぱり断りましょう。 

排水管の「無料点検」にご注意！ 

～ 洗浄の勧誘をされ、数万円の契約に！ ～ 


